
広告欄

町内の児童・生徒がクラブ・スポーツ活動等の一貫で、県内離島や県外へ沖縄県代表として派遣
される場合において、助成金を支給します。

《 申請先・お問い合わせ 》

糸満地区交通安全協会八重瀬支部では、交通安全推
進のため、町内の施設や団体へ横断旗を無料で配布して
います。園児の散歩時や、登下校中の交通安全指導等に
ご活用いただきたいと思いますので、横断旗の受取りを
ご希望される団体等は下記までご連絡ください。また、数
に限りがございますので、なくなり次第配布終了となりま
す。ご了承いただきますようお願いいたします。

糸満地区交通安全協会八重瀬支部 事務局
（八重瀬町役場 総務課 交通安全担当　☎098-998-2200）　

交通安全横断旗を配布します

配布先：町内の児童福祉施設・教育施設・ボランティア団体に限る

●町内小中学校に在籍、または町内在住の児童・生徒
●大会申込書に記載されている監督等（町内）

①派遣大会の開催前に、助成金申請書を提出
②派遣大会終了後、速やかに実績報告書と助成金請求書を提出
③実績報告書・請求書を提出後、指定口座へ助成金が振込みされます

※申請が遅れた場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。
（事後申請は対象外）
※申請書や実績報告書等の様式は、町ホームページにてダウンロード
できます。

各種競技連盟・協会等主催の大会への派遣

航空運賃、宿泊費、鉄道賃、車賃、船賃

助成対象経費の30％
※但し、沖縄振興特別推進市町村交付金事業
を活用している間は航空運賃の50％のみを
助成し、それ以外は助成対象外となります。

《 お問い合わせ 》

教育委員会 社会教育課（東風平運動公園体育館内）
☎098-998-2140

県外大会派遣費助成県外大会派遣費助成
教　育
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農

　業 令和７年４月より地域計画が始動しています。地域計画に指定されている区域内の農地は、貸借・
売買について農林水産課にて事前確認が必要となります。

『農地所有者・農家の皆様へ』

農地バンク（中間管理機構）知ってますか？！

◎農地の貸借・売買の手続きが変わります。

令和６年４月より、相続登記を行う事が義務化されています。
未相続の農地については、相続の手続きを行うようにしましょう。

◎農地の相続について

農地を貸借・売買する際には役場での手続きが必要です。
手続きの方法は２種類！！

※個人間での貸借契約をする際も必ず役場での手続きを行いましょう。

１．農地法３条申請・・・・・担当部署：農業委員会
２．農地中間管理事業・・・担当部署：農林水産課

こんなお悩みありませんか？？？

・申請等の手続きを機構が行うの
で農家の負担が軽減されます。
・賃料の徴収・支払いは機構が責
任を持って行うため安心。
・農地借入契約期間の満了時に
は農地所有者に確実に返ってき
ます。
・相手との調整は機構が間に入っ
て行うため農地所有者自らの調
整はありません。

農地バンクを
活用するメリット

借受け 貸付け

借賃料 借賃料

農地の貸し手 農地の受け手沖縄県農地中間
管理機構

（沖縄県農業振興公社）

市町村農業委員会 沖縄県

連帯 連帯

農地中間管理事業による貸借の仕組み

畑を相続したけど、
しばらく農業をする
予定がないなぁ～

自宅から畑までの
距離が遠くて管理
ができないなぁ～

農業を
リタイアして
畑を貸したい
なぁ～畑を貸してるけど、

いつまでだった
かなぁ～

《 お問い合わせ 》農林水産課（農地中間管理事業担当）☎098-998-4624
　　　　　　　 農業委員会☎098-998-9840
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